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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】令和3年4月22日(2021.4.22)

【公開番号】特開2019-168078(P2019-168078A)
【公開日】令和1年10月3日(2019.10.3)
【年通号数】公開・登録公報2019-040
【出願番号】特願2018-57756(P2018-57756)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｋ  11/06     (2006.01)
   Ｅ０３Ｃ   1/044    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｋ   11/06     　　　Ｂ
   Ｅ０３Ｃ    1/044    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年3月5日(2021.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湯供給孔、水供給孔及び排出孔を有する固定弁体と、
　流路形成凹部を有しており、前記固定弁体上を摺動しうる可動弁体と、
　前記可動弁体を操作しうるハンドルと、
　を備えており、
　前記流路形成凹部が前記湯供給孔及び／又は前記水供給孔と前記排出孔とに重複するこ
とで吐水状態が達成され、前記吐水状態が、混合吐出状態及び水吐出状態を含み、前記流
路形成凹部が前記湯供給孔及び前記水供給孔に重複しているとき前記混合吐出状態が達成
され、前記流路形成凹部が前記水供給孔に重複し前記湯供給孔に重複していないとき前記
水吐出状態が達成される湯水混合栓であって、
　前記固定弁体が、前記湯供給孔及び前記水供給孔には繋がっておらず前記排出孔のみに
繋がっている回収溝を有しており、
　前記混合吐出状態又は前記水吐出状態では、前記流路形成凹部が前記回収溝に重複しな
い湯水混合栓。
【請求項２】
　湯供給孔、水供給孔及び排出孔を有する固定弁体と、
　流路形成凹部を有しており、前記固定弁体上を摺動しうる可動弁体と、
　前記可動弁体を操作しうるハンドルと、
　を備えており、
　前記固定弁体が、前記湯供給孔及び前記水供給孔には繋がっておらず前記排出孔のみに
繋がっている回収溝を有しており、
　吐水状態では、前記流路形成凹部の全可動範囲において、前記流路形成凹部が前記回収
溝に重複しない湯水混合栓。
【請求項３】
　湯供給孔、水供給孔及び排出孔を有する固定弁体と、
　流路形成凹部を有しており、前記固定弁体上を摺動しうる可動弁体と、
　前記可動弁体を操作しうるハンドルと、
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　を備えており、
　前記固定弁体が、前記湯供給孔及び前記水供給孔には繋がっておらず前記排出孔のみに
繋がっている回収溝を有しており、
　前記回収溝が、前記湯供給孔、前記水供給孔及び前記排出孔を取り囲む包囲部と、前記
包囲部と前記排出孔とを繋ぐ接続部とを有しており、
　吐水状態では、前記流路形成凹部の全可動範囲において、前記流路形成凹部が前記包囲
部に重複しない湯水混合栓。
【請求項４】
　前記回収溝が、前記湯供給孔の径方向外側、前記水供給孔の径方向外側又は前記排出孔
の径方向外側に存在する請求項１から３のいずれか１項に記載の湯水混合栓。
【請求項５】
　前記回収溝が、前記湯供給孔の径方向外側、前記水供給孔の径方向外側及び前記排出孔
の径方向外側に存在する請求項４に記載の湯水混合栓。
【請求項６】
　前記回収溝が、周方向の全体に亘って連続して設けられており、
　前記周方向が、平面図における前記固定弁体の最小包含円の周方向である請求項１から
５のいずれか１項に記載の湯水混合栓。
【請求項７】
　前記回収溝が、前記湯供給孔、前記水供給孔及び前記排出孔を取り囲む包囲部と、前記
包囲部と前記排出孔とを繋ぐ接続部とを有しており、
　前記包囲部が、周方向の全体に亘って連続して設けられている請求項６に記載の湯水混
合栓。
【請求項８】
　前記回収溝が１箇所で前記排出孔に繋がっている請求項１から７のいずれか１項に記載
の湯水混合栓。
【請求項９】
　前記回収溝の幅Ｗ１が０．４ｍｍ以上１．２ｍｍ以下である請求項１から８のいずれか
１項に記載の湯水混合栓。
【請求項１０】
　前記回収溝の深さＤ１が、０．１ｍｍ以上０．９ｍｍ以下である請求項１から９のいず
れか１項に記載の湯水混合栓。
【請求項１１】
　前記回収溝が側面と底面とを有しており、
　前記底面が下方に凸の曲面であり、
　前記回収溝の断面図において、前記底面の曲率半径が０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下で
ある請求項１から１０のいずれか１項に記載の湯水混合栓。
【請求項１２】
　前記湯供給孔及び前記水供給孔が供給孔と定義されるとき、
　前記供給孔と前記回収溝との最短距離Ｔ１が０．８ｍｍ以上１．６ｍｍ以下である請求
項１から１１のいずれか１項に記載の湯水混合栓。
【請求項１３】
　前記固定弁体の上面に、前記可動弁体の下面と面接触する平滑面が設けられており、
　前記回収溝が前記平滑面に設けられており、
　前記回収溝が側面を有しており、
　前記平滑面と前記側面との成す角度θ２が９０°以上１３０°以下である請求項１から
１２のいずれか１項に記載の湯水混合栓。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
【図１】図１は、第１実施形態の湯水混合栓の斜視図である。
【図２】図２は、図１の湯水混合栓に用いられているレバー組立体の斜視図である。
【図３】図３は、図２のレバー組立体の断面図である。
【図４】図４は、図２のレバー組立体の分解斜視図である。
【図５】図５は、第１実施形態に係る固定弁体の斜視図である。
【図６】図６は、図５の固定弁体の平面図である。
【図７】図７は、図５の固定弁体の底面図である。
【図８】図８は、図６の拡大図である。
【図９】図９は、図８のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図１０】図１０は、図８と同じ拡大図である。
【図１１】図１１は、第２実施形態に係る固定弁体の平面図である。
【図１２】図１２は、第３実施形態に係る固定弁体の平面図である。
【図１３】図１３は、第４実施形態に係る固定弁体の平面図である。
【図１４】図１４は、第５実施形態に係る固定弁体の平面図である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　移動体４０は、回動体４４に、上下移動が可能な状態で保持されている。移動体４０は
、回動体４４に対して上下移動のみが可能であり、回動体４４に対して相対回転すること
はできない。移動体４０は、ハンドル１４の左右回動に連動して回動体４４と共に回転し
、且つこの回転に連動して上下移動しうるように構成されている。この移動体４０の上下
移動は、移動体４０とハウジング４２との間で形成されたカム機構によって達成されてい
る。移動体４０の内面には、内面凸部（図示されず）が形成されている。このカム機構は
、移動体４０に形成された内面凸部と、ハウジング４２に設けられた溝１１２（図３及び
図４参照）との係合によって構成されている。図４が示すように、この溝１１２は曲がっ
て延在している。この溝１１２に沿って前記内面凸部が動くことで、移動体４０は回転し
ながら上下移動する。移動体４０が上側に移動すると、前後クリックに係る係合（当接体
５６と前後クリック用係合部５９との係合）が解除される。移動体４０が下側に移動する
と、前後クリックに係る係合が達成される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図４が示すように、ハウジング４２は、小径円筒部１２０と、大径円筒部１２２と、連
結部１２４とを有する。連結部１２４は、ハウジング４２の半径方向に延在している。小
径円筒部１２０は、上方開口を有する。大径円筒部１２２は、下方開口を有する。前述の
溝１１２は、小径円筒部１２０の外周面に設けられている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
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　図６が示すように、上開口線８０ａと上開口線８２ａとは、互いに線対称の関係にない
。つまり、湯供給孔８０の上開口と水供給孔８２の上開口とは、互いに線対称の関係にな
い。これらは互いに線対称の関係にあってもよい。上開口線８０ａで囲まれる領域の面積
は、上開口線８２ａで囲まれる領域の面積よりも小さい。つまり、湯供給孔８０の上開口
面積は、水供給孔８２の上開口面積よりも小さい。これらの上開口面積は同じであっても
よい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　図９は、図８のＡ－Ａ線に沿った断面図である。図９は、回収溝１４０の延在方向に対
して垂直な方向に沿った断面図である。回収溝１４０では、２つの側面１５０と底面１５
２とは滑らかに繋がっている。底面１５２は、下側に向かって凸の曲面である。図９では
、側面１５０同士の成す角度がθ１で示され、側面１５０と平滑面ＰＬ１との成す角度が
θ２で示されている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　本実施形態では、一つの接続部１４４が設けられている。接続部１４４は、包囲部１４
２の一箇所と排出孔８４とを繋いでいる。二つ以上の接続部１４４が設けられてもよい。
例えば、包囲部１４２の第１位置と排出孔８４とを繋ぐ第１の接続部１４４と、包囲部１
４２の第２位置と排出孔８４とを繋ぐ第２の接続部１４４とが設けられてもよい。この場
合、第１位置の周方向位置が第２位置の周方向位置と異なっていてもよい。包囲部１４２
に比べて、接続部１４４の捕捉性への寄与は小さい。この点を考慮すると、接続部１４４
は一つであるのが好ましい。周方向の全体に亘って連続する包囲部１４２であれば、一つ
の接続部１４４で、周方向の全体から捕捉された水を排出孔８４に導くことができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　流路形成凹部９４の可動範囲は、流路形成凹部９４が接続部１４４ｂに重複する位置を
含む。湯吐出状態において、流路形成凹部９４は接続部１４４ｂに重複しない。混合吐出
状態において、流路形成凹部９４は接続部１４４ｂに重複しない。水吐出状態において、
流路形成凹部９４は接続部１４４ｂに重複する。
　図１３は、第４実施形態に係る固定弁体６２ｃを示す平面図である。固定弁体６２ｃは
、回収溝１４０ｃを有する。回収溝１４０ｃは、包囲部１４２ｃと接続部１４４ｃとを有
する。包囲部１４２ｃは、円形部１６０と、非円形部１６２とを有する。非円形部１６２
の一端は、接続部１４４ｃから分岐している。非円形部１６２の他端は、円形部１６０か
ら分岐している。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００９７】
　また、以下の構成Ｇ及び構成Ｈが採用されうる。
・［構成Ｇ］：湯吐出状態において、流路形成凹部９４は接続部１４４に重複する。混合
吐出状態において、流路形成凹部９４は接続部１４４に重複しない。水吐出状態において
、流路形成凹部９４は接続部１４４に重複しない。
・［構成Ｈ］：湯吐出状態において、流路形成凹部９４は接続部１４４に重複しない。混
合吐出状態において、流路形成凹部９４は接続部１４４に重複しない。水吐出状態におい
て、流路形成凹部９４は接続部１４４に重複する。
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